
第五章 明治期の本庄村域

木
に
中
西
卯
之
松

・
万
屋
重
左
衛
門

。
松
田
弥
右
衛
門

。
松
田
弥
助

・
播

磨
屋
甚
七

。
大
黒
屋
元
二
郎

・
灘
屋
利
右
衛
門

。
灘
屋
太
右
衛
門
、
深
江

に
も
吉
岡
屋
太
左
衛
門

・
四
井
信
助
が
加
わ
り
、
最
盛
期
を
迎
え
た
。
初

代
村
長
寺
田
市
郎
右
衛
門
、
二
代
村
長
履
輪
七
郎
兵
衛
は
酒
造
家
出
身
、

三
代
目
の
岡
田
正
蔵
の
家
は
網
元
だ

っ
た
が
酒
造
を
営
ん
だ
と
い
う
。
創

立
期
の
本
庄
村
は
ま
だ
酒
造
業
者
が
政
治
に
も
大
き
な
力
を
も

っ
て
い
た
。

し
か
し
、
村
内
で
は
足
踏
み
に
よ
る
精
米
が
中
心
だ

っ
た
た
め
酒
米
の

質
が
悪
く
、
東
京
で
の
名
声
が
落
ち
た
た
め
、
地
方
販
売
を
主
と
せ
ざ
る

を
え
な
か

っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
酒
税
の
増
加
や
価
格
の
下
落
が
追
い
打

ち
を
掛
け
、
防
腐
剤
や
唐
辛
子
を
使
用
し
た
り
水
を
加
え
て
石
数
を
増
加

す
る
な
ど
し
た
た
め
販
売
不
振
を
招
い
た
。
青
木
で
は
廃
業
す
る
も
の
が

続
出
、
明
治
二
十
四
年

（
一
八
九

一
）
に
は
上
杉
利
左
衛
門

・
増
井
太
右

衛
門
ら
数
人
と
な
り
、
明
治
二
十
九
年
の
酒
造
税
則
の
改
正
に
よ

っ
て

一

挙
に
酒
税
が
増
加
、
明
治
二
十
四
、
五
年
ご
ろ
に
は
青
木
の
酒
造
家
は
す

べ
て
廃
業
し
た

（『
武
庫
郡
誌
』
『
お
う
ぎ
の
あ
ゆ
み
し
。

焼
酎

・
酢
の
醸
造

本
庄
村
で
は
、
灘
五
郷
で
作
ら
れ
た
酒
粕
を
も
と
に
し
て
の
焼
酎
の
醸

造
も
、
や
は
り
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
最
盛
期
に
は
、
醸
造
家
四
〇
名
、
醸

造
高
二
五
〇
〇
石
を
数
え
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
明
治
二
十

九
年

（
一
八
九
六
）
の
酒
造
税
則
の
改
正
に
よ

っ
て
衰
退
し
て
い
っ
た
。

ま
た
明
治
二
十
五
年
に
は
名
古
屋
の
清
酢
醸
造
家
笹
田
伝
左
衛
門
が
、
青

木
の
寺
田
市
郎
右
衛
門
の
酒
蔵
を
買
い
入
れ
、
川
島
銀
太
郎
を
代
務
人
と

し
て
翌
明
治
二
十
六
年
か
ら
酢
の
醸
造
を
始
め
た
。
商
号
は

「丸
勘
」
で

後

マ
ル
カ
ン
酢
と
改
称
し
た

（第
六
章
参
照
、
『
お
う
ぎ
の
あ
ゆ
み
し
。

の
ち
に
村
長
を
務
め
る
松
井
善
太
郎
の
初
代
は
焼
酎
醸
造
業
で
あ

っ
た
。

素
麺
の
発
展

本
庄
村
の
代
表
的
な
産
業
に
江
戸
時
代
か
ら

「
灘
目
素
麺
」
「
上
方
素

麺
」
と
し
て
江
戸
に
運
ば
れ
た
素
麺
が
あ
る
。
本
庄
村
に
お
け
る
素
麺
の

生
産
は
、
そ
も
そ
も
天
保
年
間
に
青
木
の
木
村
重
左
衛
門
が
大
和
三
輪
の

製
法
を
伝
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
以
後
、
明
治
初
年
ご
ろ
に

は
青
木
に
二
〇
、
深
江
に
八
の
素
麺
製
造
家
が
あ

っ
た
。

魚
崎
に
も
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
に
は
三
二
軒
、
同
二
十

一
年
に
は
二

一
軒
の
素
麺
屋
が
あ

っ
た
。
生
産
高
は
明
治
十
八
年
が
九
万
貫
だ

っ
た
の

に
対
し
、
明
治
二
十
七
年
は

一
三
万
三
〇
六
九
貫
と
な
り
最
盛
期
を
迎
え

て
い
る

３
魚
崎
町
誌
し
。

明
治
十
年
代
の
い
わ
ゆ
る
松
方
デ
フ
レ
の
影
響
で
素
麺
製
造
は
苦
境
に

陥
り
、
明
治
十
九
年
に
摂
州
灘
素
麺
営
業
組
合
を
設
立
し
統

一
的
な
販
路

の
開
拓
、
品
質
改
良
に
努
め
た
。
こ
う
し
た
努
力
が
実
を
結
び
、
魚
崎
村

な
ど
で
は
明
治
二
十
年
代
も
順
調
に
生
産
高
を
仲
ば
し
た
。
ま
た
本
山
村

の
松
田
新
七
の

「
竹
雀
」
の
銘
柄
も
有
名
で
、
明
治
二
十
八
年
の
米
国

。
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セ
ン
ト
ル
イ
ス
で
の
万
国
博
覧
会
に
出
品
し
た

（柏
原
正
民

一
九
九
四
）
。

し
か
し
労
働
力
の
不
足
、
競
争
の
激
化
な
ど
で
日
清
戦
争
を
境
に
、
急
激

に
減
少
し
た

（第
六
章

一
節
参
照
）
。
の
ち
に
村
長
薩
谷
寅
之
助
を
輩
出

す
る
薩
谷
治
右
衛
門
家
や
村
長
木
村
梅
太
郎
は
有
力
な
素
麺
製
造
業
者
だ

っ

た
。そ

の
他
の
工
業

明
治
二
十
八
年

（
一
八
九
五
）
の

『
兵
庫
県
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、
明

治
二
十
二
年
創
業
の
大
橋
藤
治
郎
が
経
営
す
る
緞
通
製
造
所
が
深
江
に
あ

り
、
職
工
は
男
が
三
五
人
、
女
八
〇
人
が
働
い
て
い
た
。
翌
年
の

『
兵
庫

県
統
計
書
』
で
は
、
緞
通
製
造
所
は
い
ず
れ
も
本
庄
村
内
に
三
カ
所
で
、

一
方
が
男

一
八
人
、
女
二
九
人
、
分
工
場
が
男
五
人
、
女

一
八
人
と
な

っ

て
い
る
。
わ
ず
か

一
年
に
し
て
は
人
員
の
変
動
が
大
き
く
疑
問
が
残
る
が
、

新
た
な
工
場
が
創
業
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

小
作
と
地
主

明
治
二
十
年
代
に
な
る
と
地
主
と
小
作
人
と
の
間
の
小
作
料
を
め
ぐ
る

史
料
が
散
見
さ
れ
る
。
明
治
二
十
五
年

（
一
八
九
二
）
十
二
月
、
深
江
村

で
は
、
前
田
源
二
郎
と
永
井
庄
七
が
畑
小
作
人
総
代
と
し
て
、
凶
作
だ

っ

た
の
で
年
貢
を
半
減
す
る
よ
う
に
関
係
地
主
に
頼
ん
で
ほ
し
い
と
村
総
代

の
岡
田
善
蔵
に
再
三
依
頼
し
た
。
岡
田
は
、
十
二
月
二
十
日
、　
一
七
名
の

地
主
に
総
代
宅
で
協
議
を
行
い
た
い
と
の
旨
を
申
し
入
れ
た
。
地
主
側
は

簡
単
に
態
度
を
決
定
で
き
ず
、
二
十
九
日
の
夜
に
再
度
協
議
を
行
い
、
三

十
日
に

一
五
％
引
き
と
決
定
し
た
。
こ
れ
を
小
作
側
が
承
諾
し
た
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
小
作
側
も
地
主
側
も
個
別
の
契
約
関
係
を
超
え
て
、

村
総
代
を
介
し
て
組
織
的
に
対
応
し
て
い
る
事
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
時
代
を
少
し
下

っ
て
、
明
治
二
十
四
年

一
月
十
五
日
に
は
深
江

村
地
主
同
盟
会
が
、　
一
九
名
の
地
主
に
よ

っ
て
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
組
織

は
、
「
小
作
米
取
立
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
ロ
的
」
に
結
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
同
盟
会
の
規
約
に
よ
れ
ば
、
十

一
月
二
十
五
日
ま
で
に
小
作
料

を
納
め
な
い
も
の
に
は
、
雇
い
入
れ
た
代
理
人
に
厳
重
に
督
促
さ
せ
、
そ

れ
で
も
応
じ
な
い
と
き
は
同
盟
会
総
会
で
小
作
人
に
対
し
て
田
地
の
引
き

上
げ
を
行
う
と
さ
れ
て
い
た
。
実
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地

主
同
盟
会
結
成
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く
小
作
人
側
の
組
織
的
な
年
貢
減

額
運
動
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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図-4 マルカン酢株

式会社の商標

を
青
木
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
同
社
の
設
立
は
、
も
と
名
古
屋
の

清
酢
醸
造
家
笹
田
伝
左
衛
門
が
、
明
治
二

十
六
年

（
一
八
九
二
）
に
本
社
工
場
と
し

て
そ
の
操
業
を
開
始
し
た
こ
と
に
は
じ
ま

る
。
そ
の
後
、
同
工
場
は
逐
次
経
営
を
伸

ば
し
、
最
盛
期
に
は
醸
造
高
も
二
万
五
〇
〇
〇
石
に
達
し
た
と
い
わ
れ
、

大
正
三
年

（
一
九

一
四
）
に
は
合
資
会
社
笹
田
商
店
と
し
、
運
転
資
本

一

〇
万
円
を
有
す
る
に
至

っ
て
い
る
。
昭
和
五
年
の
統
計
で
は
、
生
産
量

一

万

一
七
四
四
石
、
生
産
額

一
〇
万
五
六
九
六
円
で
、
職
工
数
は
二
五
人

（男
子
二
七
、
女
子
八
人
）
と
な

っ
て
い
る

（『
兵
庫
県
統
計
書
』
昭
和
五

年
）
。
同
社
は
、
商
標
を

「丸
勘
」
と
し
た
の
で
、
『
兵
庫
県
管
内
工
場

一

覧
』
な
ど
の
行
政
資
料
に
は
、
も

っ
ぱ
ら

「
丸
勘
清
酢
工
場
」
と
表
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

「丸
勘
」
の
商
標
に
つ
い
て
は
、
戦
前
に

首
相
代
行
や
大
蔵
大
臣
な
ど
を
歴
任
し
た
高
橋
是
清
の
自
伝
の
中
に
、
明

治
十
八
年

（
一
八
八
五
）

一
月
の
商
標
条
例
附
則
追
加
案
の
審
議
で
の
出

来
事
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

こ
の
会
議
に
は
畏
く
も
明
治
大
帝
陛
下
が
親
し
く
出
御
に
な
っ
た
。
陛
下

の
御
隣
は
議
長
、
私

（注
―
高
橋
是
清
）
は
そ
の
時
特
に
参
事
院
員
外
議
官

補
に
兼
任
せ
し
め
ら
れ
、
議
長
の
臨
席
に
立
っ
て
こ
の
案
の
説
明
に
当
っ
た
。

私
は
そ
の
時
、
ま
ず
商
標
と
暖
簾
の
異
な
る
と
こ
ろ
、
例
え
ば

「
正
宗
」

と
い
え
ば
、
普
通
世
間
で
は
優
等
酒
と
い
う

一
般
的
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
、

す
で
に
公
知
公
用
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
を
登
録
商
標
と
し
て
、
専
有

物
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
酢
の
商
標
で

「丸
勘
」
と
か
、
醤
油

の
商
標
で

「亀
甲
万
」
と
か
い
う
も
の
は
、
広
く
世
間
に
需
要
さ
れ
て
は
い

る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
商
標
に
よ
っ
て
直
ち
に
醸
造
元
を
想
像
す
る
よ
う
に
、

一
種
専
用
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
ま
さ
に
商
標
と
し
て
保
護
す
べ
き

も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
、
美
濃
紙
に
、
丸
勘
、
正
宗
、
亀
甲
万
の
図
面
ま
で

書
い
て
説
明
し
た
。
そ
の
結
果
、
元
老
院
会
議
も
幸
い
に
し
て
無
事
通
過
し

た
。
後
に
な

っ
て
、
高
橋
が
、
陛
下
の
御
前
で
、
正
宗
や
九
勘
の
図
面
を
振

り
廻
し
、
大
声
を
揚
げ
て
説
明
し
た
姿
と
て
は
な
か

っ
た
と
大
評
判
と
な
っ

た
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『高
橋
是
清
自
伝
し

素
麺

素
麺
は
、
毎
年
十

一
月
か
ら
翌
年

の
二
月

に
か
け
て
の
農
閑
期
で
、
播

州
地
方
か
ら
職
工
を
雇

い
入
れ
て
行
わ
れ
、
製
品
の
大
部
分
は
大
阪

の
問

屋
を
経

て
販
売
さ
れ
た
。
明
治
二
十
年
代
後
半

に
最
盛
期
を
迎
え
た
が
、

期
間
を
限

っ
た
産
業

で
労
働
力
の
確
保
が
難
し
く
な

っ
た
ほ
か
、
播
磨
地

方
な
ど
の
季
節
労
働
者
が
播
州
で
も
製
造
を
始
め
て
競
争
が
激
し
く
な
り
、

素
麺
価
格
が
下
落
し
た
。
日
清
戦
争
を
境
に
漸
次
衰
退
に
む
か
い
、
大
正

十
年

（
一
九
二

一
）
こ
ろ
に
は
青
木

。
西
青
木
に
若
干
の
製
造
家
を
残
す

の
み
と
な

っ
た

（『
武
庫
郡
誌
し
。

兵
庫
県
統
計
書
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
年
の
時
点
で
県
下
最
大
の
産
地
揖
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第六章 大正昭和前期の本庄村

保
郡
の
生
産
量
三

一
四
万
五
二
八
八
貫
、
価
額
三
二
八
万
〇
九
二
八
円
に

対
し
、
本
庄
村
の
生
産
量
は
七
二
五
〇
貫
、
価
額
は
六
五
五
〇
円
と
な

っ

て
い
て
、
遠
く
及
ば
な
い
が
、
武
庫
郡
で
は
抜
き
ん
出
て
い
た
。
昭
和
期

の

『
兵
庫
県
管
内
工
場

一
覧
』
に
は
、
青
木
の
薩
谷
製
麺
工
場

（明
治
二

年
創
業
）
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

メ
リ
ヤ
ス

細
目
の
木
綿
糸
や
毛
糸
を
編
み
込
ん
で
布
状
に
し
た
メ
リ
ャ
ス

（莫
大

小
）
は
、
仲
縮
性

。
柔
軟
性
に
富
む
の
で
、
手
袋
や
靴
下
、
肌
着
、
股
引

な
ど
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
兵
庫
県
下
で
の
メ
リ
ャ
ス
製
品
の
生

産
は
、
加
西
郡
や
加
古
郡

。
印
南
郡
と
い

っ
た
東
播
地
域
の
い
わ
ゆ
る

「
播
州
織
」
が
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
武
庫
郡
に
お
い
て
も
、
昭
和

五
年
度
に
お
け
る
総
生
産
額
は

一
〇
万

一
九
〇
七
円
に
上

っ
て
お
り
、
加

西
郡
の

一
〇
万
七
五
二
〇
円
に
比
肩
す
る
額
と
な

っ
て
い
た
。
そ
の
大
半

を
占
め
る
九
万
六
〇
〇
七
円
は
、
ひ
と
り
本
庄
村
の
長
岐
商
会
莫
大
小
工

場
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

長
岐
商
会
莫
大
小
工
場
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
の
好
況
時
に
あ
た
る
大

正
八
年

（
一
九

一
九
）
に
青
木
に
設
置
さ
れ
た
、
主
に
メ
リ
ヤ
ス
製
の
靴

下
を
製
造
す
る
工
場
で
あ
る
。
経
営
者
は
長
岐
吉
郎
で
、
『
武
庫
郡
誌
』

は
、
同
工
場
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

長
岐
商
会
　
大
正
八
年
二
月
の
設
立
、
資
本
金
十
万
円
、
綿
製
沓
下
の
製

造
を
な
す
。
年
産
額
凡
そ
一
万
三
千
打
、
此
価
格
三
万
六
千
円
、
内
地
及
印

度
へ
輸
出
す
る
。

こ
の
中
で
、
同
工
場
の
設
立
が
大
正
八
年
二
月
と
あ
る
が
、
『
兵
庫
県
管

内
工
場

一
覧
』
に
は
同
二
月
と
あ
る
。
昭
和
の
段
階
に
は
い
る
と
、
同
工

場
で
は
、
綿
と
毛
の
両
方
の
靴
下
が
作
ら
れ
、
綿
靴
下
の
生
産
量
は
四
万

七

一
四
四
打
、
生
産
額
は
七
万
七
七
八
七
円
、
同
じ
く
毛
靴
下
は
生
産
量

七
〇
〇
〇
打
、
生
産
額

一
万
七
五
〇
〇
円
で
、
そ
の
他
を
も
あ
わ
せ
て
年

生
産
額
九
万
六
〇
〇
七
円
で
あ
る
か
ら

（『
兵
庫
県
統
計
書
』
昭
和
五
年

度
）
、
『
武
庫
郡
誌
』
の
記
述
と
比
較
す
る
と
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
頭
の

時
期
に
か
け
て
飛
躍
的
に
そ
の
生
産
額
を
伸
ば
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し

た
が

っ
て
、
同
工
場
で
は
そ
こ
で
働
く
職
工
数
も
多
く
、
昭
和
五
年
で

一

〇
〇
人
と
、
同
時
期
の
本
庄
村
内
で
は
数
少
な
い
大
規
模
工
場
と
な

っ
て

い
る
。
そ
の
男
女
の
内
訳
は
男
子
二

一
人
、
女
子
七
九
人
で
、
圧
倒
的
に

女
性
労
働
力
に
依
存
し
た
形
と
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
他
方
で
、
該
業
は
、
当
時
そ
の
主
た
る
輸
出
先
た
る
イ
ン
ド
な

ど
が
、
本
国
イ
ギ
リ
ス
で
の
世
界
恐
慌
に
対
応
す
る
た
め
の
経
済
ブ

ロ
ッ

ク
化
の
影
響
を
う
け
て
輸
入
関
税
の
引
き
上
げ
を
行

っ
た
た
め
、
苦
境
に

立
た
さ
れ
る
こ
と
に
も
な

っ
て
い
た
。
兵
庫
県
内
務
部
商
工
課
の

『
不
況

時

二
於
ケ
ル
本
県
ノ
商
工
業
』
（昭
和
六
年
）
に
は
、
県
下
全
体
の
綿
メ

リ
ヤ
ス
靴
下
の
輸
出
動
向
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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